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第１節 火山災害対策 

 

 

本章は、富士山で大規模な噴火が発生した場合、本

市にも降灰による被害が発生する恐れがあるため、富

士山の大規模噴火への対策を示したものである。 
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第１節 火山災害対策 

 

富士山で大規模な噴火が発生した場合、噴き上げられた灰は、偏西風により東に流され本市にも降

灰する可能性がある。 

 

第１ 基本方針 

１ 気象庁から火山噴火の長期化や土石流発生のおそれ等、火山災害現象に関する情報を迅速かつ

的確に収集し、関係機関及び市民に伝達する。 

２ 火山活動が長期化した場合は、その活動状況に応じた対策を実施する。 

３ 都、国等の協力のもと、火山災害の状況に応じ、土石流対策等の適切な安全確保対策を講じる。 

 

 

第２ 警戒及び応急活動体制 

富士山が噴火した場合、本市に影響を及ぼすかどうかは、噴火の規模や偏西風の状況等を勘案し、

状況に応じた対策活動を実施できるよう警戒時からの情報収集が非常に重要となる。 

また、降灰後の降雨により土石流の発生の危険性が高くなることから、気象予警報等の情報も併

せて収集する必要がある。 

このため、富士山の噴火が確認された場合、災害活動体制は、「第４章 風水害応急対策 第 1 節 

応急活動体制の確立」の警戒態勢に準じた体制を確立し、状況に応じて柔軟に対応する。 

 

 

第３ 情報収集・伝達 

富士山の噴火が確認された場合、消防署、警察署、都及び防災関係機関との情報収集・伝達を密

に行い、降灰に備える。 

※ 情報収集・伝達については、「第３章 地震災害応急対策 第 2 節 災害情報の収集・整理及び

報告」、「第 4 章 風水害応急対策 第 2 節 情報の収集・伝達」、に準じて行う。 

■収集する情報 

収集する情報 担当部署 

○ 火山情報 

○ 降灰予報 

○ 気象予警報 

防災安全部 

○ 降灰・火山ガス等による健康・環境への影響に関すること 
保健所 

環境資源部 

○ 火山灰の除去及び処理に関すること 
道路部 

環境資源部 
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■火山情報 

火山情報 内 容 

噴火警報 

気象庁火山監視・警報センターが、噴火に伴って発生し生命に危険を

及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短

時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんど

ない現象）の発生やその拡大が予想される場合に、警戒が必要な範囲（生

命に危険を及ぼす範囲）を付して発表する。 

警戒が必要な範囲に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」

（又は「噴火警報」）、火口周辺に限られる場合は「噴火警報（火口周辺）」

（又は「火口周辺警報」）として発表する。 

なお、「噴火警報（居住地域）は「特別警報」に位置づけている。 

噴火予報 

火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報

には及ばない程度と予想される場合に発表する。噴火予報の発表により、

噴火警報は解除となる。 

噴火警戒レベル 

火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や住民等がとるべき防災行動を

踏まえて５段階に区分したもので、噴火警報・予報に付して発表する。噴

火警戒レベルは、各火山の火山防災協議会において、発表基準や避難対象

地域等の共同検討を通じて、導入や改善を行う。 

富士山では、噴火警戒レベルを導入している。 

 

 

１ 火山（降灰）情報 

市内の降灰の状況は、以下の経路を通じて火山監視・警報センターに集約される。 

 

■降灰の情報連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：東京都地域防災計画 火山編） 

 

降灰調査項目は、以下のとおりである。 

 

① 降灰の有無・堆積の状況 

② 時刻・降灰の強さ 

③ 構成粒子の大きさ 

④ 構成粒子の種類・特徴等 

⑤ 堆積物の採取 

⑥ 写真撮影 

⑦ 降灰量・降灰の厚さ※ 

（※可能な場合） 

 

  

市 
東京都 

（総合防災部） 

関係機関 

気象庁地震火山部
火山監視課火山監
視・警報センター 
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■降灰量階級表（気象庁 HP 降灰量階級表） 

名称 表現例 影響ととるべき行動 その他の影響 

厚さ 

キーワード 

イメージ 人 道路 

路面 視界 

多
量 

1mm 以上 

【外出を控え

る】 

完全に

覆われ

る 

視界不

良とな

る 

外出を控える 

慢性の喘息や慢性

閉塞性肺疾患（肺

気腫など）が悪化

し健康な人でも

目・鼻・のど・呼

吸器などの異常を

訴える人が出始め

る 

運転を控える 

降ってくる火山灰

や積もった火山灰

をまきあげて視界

不良となり、通行

規制や速度制限等

の影響が生じる 

がいしへの火山灰

付着による停電発

生や上水道の水質

低下及び給水停止

のおそれがある 

や
や
多
量 

0.1mm≦厚

さ＜1mm 

【注意】 

白線が

見えに

くい 

明らか

に降っ

ている 

マスク等で防護 

喘息患者や呼吸器

疾患を持つ人は症

状悪化のおそれが

ある 

徐行運転する 

短時間で強く降る

場合は視界不良の

恐れがある道路の

白線が見えなくな

るおそれがある

（およそ 0.1～

0.2mm で鹿児島

市は除灰作業を開

始） 

稲などの農作物が

収穫できなくなっ

たり、鉄道のポイン

ト故障等により運

転見合わせのおそ

れがある 

少
量 

0.1mm 未満 うっす

ら積も

る 

降って

いるの

がよう

やくわ

かる 

窓を閉める 

火山灰が衣服や身

体に付着する目に

入ったときは痛み

を伴う 

フロントガラスの 

除灰 

火山灰がフロント

ガラスなどに付着

し、視界不良の原

因となるおそれが

ある 

航空機の運航不可 

 

都及び各県から収集した降灰の情報は、気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センター

で取りまとめられ、「富士山の火山活動解説資料」として公表される。解説資料は、市、都、防災

関係機関に伝達される。 

 

２ 降灰による影響 

中央防災会議防災対策実⾏会議「⼤規模噴⽕時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」では、

2020 年（令和２年）に公表した報告書にて、社会的な影響が⼤きい交通分野への影響とこれに

関連する物資・⼈の移動への影響、⽣活と関係が深いライフライン分野への影響、住⺠の避難に

直接影響する建物への影響を主な影響として次のとおり整理している。 
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■大規模噴火時の降灰による主な影響の閾値【降雨なし・停電なし】 
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■大規模噴火時の降灰による主な影響の閾値【降雨あり・停電あり】 

 

（出典：大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策―～富士山噴火を

モデルケースに～（報告）） 
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３ 降灰予報 

気象庁が提供する降灰予報(量的降灰予報)の種類等は次のとおりである。 

 

(1) 降灰予報（定時） 

・ 噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活に影響を及ぼす降灰が予想される場合に、

定期的（３時間毎）に発表する。 

・ 発表時刻は2時、5時、8時、11時、14時、17時、20時及び23時。 

・ 18時間先（3時間区切り）までに噴火した場合に予想される、降灰範囲や小さな噴石の落

下範囲を提供する。 

 

(2) 降灰予報（速報） 

・ 噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて発表する。 

・ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上

の降灰が予測された場合に発表する。 

・ 降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測さ

れた降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表する。 

・ 事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで、噴火後速やかに（5～10

分程度で※）発表する。 

・ 噴火発生から1時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供する。 

 

(3) 降灰予報（詳細） 

・ 噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より精度の高い降灰予測計算を行っ

て発表する。 

・ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上

の降灰が予測された場合に発表する。 

・ 降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測さ

れた降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表する。 

・ 降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報（詳細）も発表す

る。 

・ 降灰予測計算結果に基づき、噴火後20～30分程度で※発表する。 

・ 噴火発生から6時間先まで（1時間ごと）に予想される降灰量分布や、降灰開始時刻を提供

する。 

 

※ 噴煙が気象条件により直接確認できない場合等には、これよりも降灰予報の発表に時間を要

することや、降灰予報を発表できないことがある。 
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第４ 火山災害対策活動の実施 

 

１ 市民への広報・健康相談 

保健所は、都及び関係機関から火山灰による健康への影響等に関する情報を収集し、市民に広

報する。 

また、政策経営部は保健所と協力して、状況に応じ健康相談窓口を開設し、市民からの健康に

関する相談を受け付ける。 

消防署は、関係機関と協力し、出火防止対策、降灰による健康被害防止、噴火警戒レベルに応

じた安全情報の提供、その他必要な事項、について広報活動を実施する。 

 

■市民へ呼びかけるべき情報 

○ 降灰への備え    ○健康への影響と留意すべき事項   ○安全対策 

※ 市民への広報については、「第３章 地震災害応急対策 第４節 災害時の広報」、に準じて

行う。 

 

２ 火山灰の除去・収集及び処理 

宅地に降った火山灰は、所有者または管理者が対応することが原則であるが、一般の市民では

対応が困難な対策については、市が対応する。 

 

(1) 除去、収集・運搬 

敷地内における火山灰の収集は、原則として土地所有者又は管理者が行うものとする。 

環境資源部は、宅地に降った火山灰を運搬・処分する。 

市が管理する道路や水路に降った火山灰は、道路部及び下水道部が除去し、収集・運搬を行

う。 

その他、宅地以外に降った火山灰の収集・運搬については、各施設管理者が行うものとする。 

火山灰の除去・収集に当たっては、一般廃棄物とは別に行い、灰がまきあがらないよう散水

などの対策を行うものとする。 

 

(2) 処分 

火山灰の処分の方法については、都や関係機関に確認した上で、環境資源部が処分する。 

また、収集した火山灰の一時的な置き場が必要となった場合は、環境資源部が政策経営部に

オープンスペース等の確保を依頼する。 

 

３ 下水道の点検 

下水道部は、火山灰による目詰まり等による施設機能への影響の有無を点検する。 

 

４ 避難対策 

火山灰の重みによる木造家屋の倒壊や、降灰後の降雨により土砂災害の危険性が高くなる可能

性があることから、都市づくり部、下水道部は、土砂災害警戒区域等について、関係機関と連携・

協力して警戒巡視等を行う。 

 

(1) 木造家屋の倒壊 

火口から風下方向にある降灰厚が30cm以上と想定される範囲から避難させる。 

噴火後半日程度で降灰厚が30cm以上となりうる地域では、噴火後に避難を開始しては間に

合わない可能性があるため、避難に時間を要する高齢者等は、噴火警戒レベル４のタイミング
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で避難させる。 

噴火後１〜２日程度で降灰厚が30cm以上となりうる地域では高齢者等も含め噴火後に避難

させる。 

 

(2) 降灰後の土砂災害 

降灰可能性マップで降灰厚10cm以上が想定される土砂災害警戒区域（土石流）等から、降

灰後の土石流の発生が想定される降雨に達する前に避難させる。 

土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報（土石流による被害が想定される区域と時期に関

する情報）等も踏まえて、避難指示等又は警戒区域を設定し、対象地域の住民を避難させる。 

※ 避難対策については、「第４章 風水害応急対策 第 12 節 避難対策」に準じて行う。 

 

５ 応援協力・派遣要請 

降灰により被害を受けまたは受けるおそれがある場合、市は関係機関と協力して応急対策にあ

たる。 

また、降灰による被害が発生し、人命または財産の保護のため必要であると認めた場合は、都

に対し、自衛隊の災害派遣を要請する。 

※ 応援協力・派遣要請については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 5 節 相互協力・応援要

請」に準じて行う。 

 

６ 警備・交通規制 

降灰による被害発生時には、さまざまな社会的混乱や交通の混乱等の発生が予想される。この

ため、市民の生命・身体・財産の保護を図るため、速やかに各種の犯罪の予防、取締り、交通秩

序の維持その他公共の安全と秩序を維持し、治安の維持の万全を期する。 

また、降灰時には、視界不良による衝突事故やスリップ事故等が急増することが予想されるこ

とから、適切な交通規制を実施する。 

※ 警備については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 9 節 災害時の警備対策」に準じて行う。

また、交通規制については、「第 3 章 地震災害応急対策 第１５節 緊急輸送対策 第 2 交

通の規制」に準じて行う。 

 

７ 救援・救護 

降灰による被害発生後の被災者に対し救助、医療救護活動を実施する。 

※ 救援・救護については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 6 節 消防・救助・救急活動・第

7 節 災害時の医療救護・保健」に準じて行う。 

 

８ 交通機関の応急・復旧対策 

(1) 道路 

降灰により、道路、その他の道路施設が被害を受けた場合、道路管理者は、速やかに被害を

調査し、関係機関に周知するとともに、速やかに復旧を図る。 

※ 道路の応急・復旧対策については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 1６節 ライフライ

ン・都市公共施設の応急対策 第 8 道路・橋梁の応急、復旧対策」に準じて行う。 

 

(2) 鉄道 

降灰により鉄軌道、踏切、その他の鉄道施設が被害を受けた場合、鉄道管理者は速やかに被



第７章 火山災害対策 

第１節 火山災害対策 

火山－11 （499） 

害を調査し、関係機関に周知するとともに、速やかに復旧を図る。 

※ 鉄道の応急・復旧対策については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 1６節 ライフライ

ン・都市公共施設の応急対策 第 10 鉄道の応急、復旧対策」に準じて行う。 

 

９ 電気・電話施設等の応急・復旧対策 

(1) 電気 

降灰により災害が発生した時、東京電力グループは速やかに応急・復旧対策の措置を講ずる。 

※ 電気の応急・復旧対策については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 1６節 ライフライ

ン・都市公共施設の応急対策 第 4 電気の応急、復旧対策」に準じて行う。 

 

(2) 電話施設等 

降灰による災害が発生したとき、通信の途絶を防止するため、各種通信施設の確保、復旧等

について応急対策を実施する。 

※ 電話の応急・復旧対策については、「第 3 章 地震災害応急対策 第 1６節 ライフライ

ン・都市公共施設の応急対策 第 5 電話の応急、復旧対策」に準じて行う。 

 

１０ 農業対策 

降灰により、農作物及び温室、パイプハウス等の施設に被害を及ぼすおそれがある。 

農作物に対する少量の降灰は、払い落とし、土壌の中和をはかるなど当面の対策をとる一方、

降灰に強い代替作物の選定、土壌の改良が長期的には必要となる。関係機関は次の対策を実施

する。 

 

機 関 名 内    容 

都産業労働局 ○ 農家及び農業団体の指導 

関東農政局 

○ 降灰による農作物等の被害に対して、各種技術対策（土壌、

農作物、施設等）を指導するとともに、被害の状況を把握しな

がら、都が実施する資金対策、復旧対策等の助成措置を講ずる。 

 

１１ その他の応急対策活動 

状況により、その他の応急対策活動が必要と認められる場合は、「第3章 地震災害応急対策」

及び「第4章 風水害応急対策」に準じて行う。 

 




